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はじめに

「安心して住める・住み続けられるまち」
　上落合東部地区まちづくりガイドラインとは、『まちづくり構想（平成 30年 7月策

定）』に示された“安心して住める・住み続けられるまち”の実現を目指してつくられた

当地区独自のルールです。

　上落合東部地区には、幅員の狭い道路が多く行き止まり道路もあるため、緊急車両

の通行や避難経路の確保といった防災面の課題があります。また、当地区には様々な

年代や国籍の方が住んでいるため、文化や習慣の違いによる生活面の課題もあります。

　このような現状を踏まえ、住民同士が気持ちよく住み続けていけるように、まちづ

くりガイドラインを策定しました。本ガイドラインは、「くらしのルール」と「建物

の建て方のルール」に分けて構成されています。

　“安心して住める・住み続けられるまち”の実現に向けて、当地区に関わる方が本

ガイドラインのルールを守っていただけますよう、切にお願い申し上げます。

上落合東部まちづくりの会

　本ガイドラインのルール対象範囲は以下の通りです。また、当地区における防災

資器材や公共駐輪場の位置を記載しています。
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くらしのルール
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住宅宿泊事業（民泊）

Private Lodging Business

新 宿 区 長

第 号

年 月 日
届出年月日

Date of Notification

届 出 番 号

N u m b e r

住宅宿泊事業者の

緊 急 連 絡 先

Contact number of

the Registered Private

Lodging Operator
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建物の建て方のルール
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